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政
令
第

号

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
第
二
号
並
び
に
建
築
基
準
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
十
一
号
中
「
大
腸
菌
群
数
」
を
「
大
腸
菌
数
」
に
改
め
る
。

（
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
大
腸
菌
群
数
が
、
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
千
個
」
を
「
大
腸
菌
数
が
、
一

ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
八
百
コ
ロ
ニ
ー
形
成
単
位
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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理

由

近
年
に
お
け
る
測
定
技
術
の
進
展
に
鑑
み
、
水
の
汚
染
状
態
を
示
す
項
目
を
よ
り
的
確
に
ふ
ん
便
汚
染
を
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
指
標
で
あ
る
大
腸
菌
数
へ
改
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


